
３．まとめ
　行財政改革実施計画の進捗状況は、平成21年度の目標効果額に対する達成率で見ると全体で148.7％となっ
ており、計画を上まわっています。
　行財政改革では行政コストを削減するだけでなく、事業によっては強化する事業もあります。行財政改革に
より削減した財源を、行政の重点課題に取り組む財源に充ててまいります。
　今後についても、それぞれの分野で連携を取りながら、迅速かつ計画的に取り組んでまいります。

＊平成22年度重点施策

項　　　　目 事業費 一般財源 内　　　　容

子 育 て 支 援 の 充 実

75,216 15,216 放課後児童クラブ施設整備

（単位：千円）

18,632 7,593 放課後児童クラブ運営費
7,800 3,990 子育て支援センター運営費
401 401 病児一時預かり事業
4,860 4,860 育児用品助成事業

母 子 保 健 事 業

56,652 48,702 乳幼児、児童及び生徒医療費補助事業
620 620 新生児聴覚検査事業
9,172 9,172 妊婦健康診査助成事業
720 720 妊産婦歯科健康診査費用助成事業
1,000 1,000 不妊治療支援事業
2,471 1,236 女性特有のがん検診推進事業

予 防 接 種 事 業
9,000 9,000 子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業
960 960 肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業

高 齢 者 福 祉 対 策 2,800 2,800 高齢者目配り気配り老人クラブ事業
情 報 通 信 施 設 54,670 158 移動通信用鉄塔整備

合　　　　　計 244,974 106,428

みんなで築こう人権の世紀
－考えよう相手の気持ち・育てよう思いやりの心－

　世界人権宣言は1948年12月
10日に国連で採択され、これを記
念して国連では12月10日を「人
権デー」と定めました。
　我が国では、毎年12月4日から
この「人権デー」までの１週間を
「人権週間」定め、広く国民に呼び
かけるとともに人権意識の普及高
揚を図っています。

　人権相談という名前は堅苦しく
聞こえますが、そんなことはありま
せん。どんなことでもご相談くださ
い。力になります。
　人権問題など悩みごとでお困り
の方は、法務局やお近くの人権擁
護委員にお気軽にご相談ください。
（無料、秘密厳守）

◆女性の人権を守ろう　◆子どもの人権を守ろう
◆高齢者を大切にする心を育てよう
◆障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
◆部落差別をなくそう
◆アイヌの人々に対する理解を深めよう
◆外国人の人権を尊重しよう
◆HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
◆刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
◆犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
◆インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
◆ホームレスに対する偏見をなくそう
◆性的指向を理由とする差別をなくそう
◆性同一性障害を理由とする差別をなくそう
◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
◆人身取引をなくそう

岡山地方法務局津山支局・津山美作人権擁護委員協議会
津山地域人権啓発活動ネットワーク協議会
電話（0868）22－9157

〈あなたの町の人権擁護委員〉
○　田　厚正〈円宗寺〉
○池田　　江〈入〉
○小椋　里枝〈奥津〉
○山﨑　惠子〈富東谷〉

○藤田　知子〈香々美〉
○池田　稲波〈河本〉
○牧野惠美子〈上齋原〉
○永田　　稔〈養野〉
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